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 １ 

１．フォローアップ計画策定の趣旨 

 

○29年度までの復興の取り組み状況 

岩沼市では、東日本大震災からの復興を図るため、平成 23 年９月に『岩沼市震災復興

計画マスタープラン』（以下、「マスタープラン」という。）を策定し、被災者の生活再建と

産業などの再生を目指して、復旧・復興に取り組んでまいりました。その後、25年９月の

マスタープランの改定や 27 年 11 月の進捗評価を通し、その時点における復旧・復興事

業の進捗状況等を明確にし、課題などについて整理しつつ事業を進めてまいりました。 

 

○震災復興計画マスタープラン（改定版）の進捗状況 

29年度で計画期間が終了したことから、各事業の進捗状況等を確認するとともに、計画

期間後も継続して取り組む事業を整理するために評価を実施したところ、全体の 95％以

上の事業に完了の目途がついており、各事業の進捗状況の平均は90％余りとなりました。 

 

○今後の取り組み方針 

30 年６月に行った評価の結果、マスタープランの期間内には完了しなかった事業や今

後も継続して取り組む事業が明らかとなったことから、30 年度以降の復興事業について

は、当該評価を基に策定したマスタープラン（改定版）を引き継ぐ本計画に位置付けるこ

とにより、復興の完了を目指して取り組むこととします。



 ２ 

２．計画期間 

 

フォローアップ計画の計画期間は、国の復興計画期間の最終年度である 32年度に合わ

せ、平成 30年度から 32年度までの３年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３１ 

復旧期 

復興期 

岩沼市新総合計画 

Ｈ２７ Ｈ３０ Ｈ３２ 

岩沼市震災復興計画マスタープラン 

フォローアップ計画 

発展期 

いわぬま未来構想  

集中復興期間 復興・創生期間 

国の復興期間 

岩沼市総合計画 
実施計画への位置付け 



 ３ 

３．今後３年間の取り組み 

（１） マスタープラン（改定版）からの継続事業 

① 被災者の生活支援と住環境の整備 

事業名 事業概要 事業主体 
事業目標期間 

H30 H31 H32 

１ 
被災者支援

事業 

・集団移転地において、被災者の健康保

持や心のケア対策等に取り組みます。 

・住民主体の交流サロン等によるコミュ

ニティづくりへの参加と生きがいをもっ

て生活できるよう、側面からのサポート

を行います。 

・被災した沿岸地域において、地区や世

代を超えた交流活動支援を行います。 

・災害援護資金貸付金の償還業務や被災

された方々への再建のための相談や支援

を行います。 

国･県･市    

※「サポートセンター運営事業」と「各種被災者支援事業」を統合 

 

② 減災を基本とした安全・安心なまちづくり 

事業名 事業概要 事業主体 
事業目標期間 

H30 H31 H32 

４ 
避難路確保

事業 

東部地区の避難路を確保するため、津波

避難のあり方懇談会や避難訓練などの経

緯を踏まえ、現在整備を進めている市道

寺島海岸線の早期完成に取り組みます。 

市    

５ 
排水対策事

業 

地盤沈下や排水機場の機能喪失等に伴う

浸水リスクの増大に対し、総合的な浸水

対策を進めるため、現在整備を進めてい

る二野倉２号排水路及び排水機場の早期

完成に取り組みます。 

市    

６ 

「千年希望

の丘」整備

事業 

未整備の丘の必要性等を検討し、必要に

応じて全体計画の見直しを行うととも

に、防災教育・震災伝承の場としての整

備に取り組みます。 

市    

７ 
公共施設再

構築事業 

浸水被害を受けた東保育所について、施

設を再建するとともに、子育て支援機能

を追加した複合施設として再構築を図り

ます。 

市    

 

 



 ４ 

 

事業名 事業概要 事業主体 
事業目標期間 

H30 H31 H32 

８ 
防災意識啓

発事業 

市民一人ひとりが災害に的確に対応でき

るよう、防災意識の普及・啓発に努める

とともに、災害情報伝達体制の整備充実

や避難誘導標識の設置等を行います。ま

た、復興事業の内容を踏まえ地域防災計

画を改定し、地域防災力の向上に取り組

みます。 

市    

９ 
防災教育事

業（学校） 

各小中学校において作成した防災マニュ

アルについて、毎年度点検を行い、安全・

安心な学校づくりを進めます。 

市    

 

③ 産業の復興と新産業の創出 

事業名 事業概要 事業主体 
事業目標期間 

H30 H31 H32 

１ 

農地復旧事業 

（がれき処

理、除塩、排

水対策） 

震災により著しく損なわれた農業生産

力の回復・機能向上を図るため、関係

機関と連携して農地の復旧に取り組み

ます。 

国･県･市    

３ 
農業生産低コ

スト化事業 

効率的で低コストな農業経営を実現す

るため、農地の面的集約や経営の大規

模化、ほ場の大区画化、集落営農等の

取り組みを進めます。 

県･市    

９ 企業誘致事業 

被災地における雇用機会の確保を図る

ため、矢野目西地区における物流拠点

等を整備し、企業誘致に取り組みます。 

市    

※「企業誘致事業」に「健康医療産業集積推進事業」を統合 

 

④ 震災の伝承と歴史的景観の保全 

事業名 事業概要 事業主体 
事業目標期間 

H30 H31 H32 

１ 震災伝承事業 

震災の風化を防止し、将来へ震災の記

憶を継承するため、千年希望の丘にお

ける防災教育や記録誌の作成等に取り

組みます。 

市    

 

 

 

 

 
※継続事業における事業番号は、マスタープラン（改定版）の事業番号を使用しています。 



 ５ 

（２） 新たな取り組み 

事業名 事業概要 事業主体 
事業目標期間 

H30 H31 H32 

１ 
移転元地利

活用事業 

防災集団移転の実施に伴い、被災者より

買い上げた移転元地の利活用を図るた

め、その内容や手法について方針を策定

し、その実現に向け取り組みます。 

市    

２ 
被災道路補

修事業 

復旧・復興事業による大型車両の通行に

伴い、破損した道路の補修に取り組みま

す。 

市    

３ 

被災者支援

事業（災害

公営住宅家

賃関係） 

災害公営住宅に入居した被災者に対する

家賃減免等について検討し、必要な対応

を行います。 

市    

４ 
復興五輪関

連事業 

復興五輪に関連する取り組みを通じ、国

内外からの復興支援に対する感謝の意を

示すとともに、復興状況を発信すること

による震災の風化防止を図ります。 

市    

 

 
 

 


